
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て

　
「
軽
自
動
車
税
」
は
、
４

月
１
日
が
課
税
基
準
日
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
使
用
し
て
い
な
い
車

両
が
あ
り
、
廃
車
等
の
届
出

を
し
て
い
な
い
方
が
お
ら
れ

ま
し
た
ら
、
３
月
中
に
手
続

き
を
す
る
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　

届
出
が
遅
れ
た
場
合
、
平

成
30
年
度
も
課
税
の
対
象
と

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
願
い

ま
す
。

■
届
出
先

●
福
島
町
ナ
ン
バ
ー

　
（
バ
イ
ク
125
㏄
ま
で
）

　

税
務
課
賦
課
係

　

☎
４
７-

４
６
８
３

●
函
館
ナ
ン
バ
ー

　
（
軽
自
四
輪
・
二
輪
）

　

函
館
軽
自
動
車
協
会

　

☎
０
１
３
８-

４
８-

２
３
０
０

●
函
館
ナ
ン
バ
ー

　
（
二
輪
小
型
自
動
車
）

　

函
館
自
家
用
自
動
車
協
会

　

☎
０
１
３
８-

４
９-

６
３
７
８

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
賦
課
係

　

☎
４
７-

４
６
８
３

固
定
資
産
税
の
各
種
届

出
に
つ
い
て

　

毎
年
１
月
１
日
現
在
の
所

有
者
に
対
し
、
固
定
資
産
税

が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

昨
年
中
に
家
屋
の
取
り
壊

し
を
行
っ
た
方
、
又
は
家
屋

の
名
義
を
変
更
さ
れ
た
方
で

届
出
さ
れ
て
い
な
い
場
合

は
、
お
早
め
に
届
出
し
て
く

だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
賦
課
係

　

☎
４
７-
４
６
８
３

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦

覧
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

　

次
の
と
お
り
、
土
地
・
家

屋
価
格
等
縦
覧
簿
の
縦
覧
を

行
い
ま
す
。

■
縦
覧
期
間

　

４
月
２
日
（
月
）
か
ら

　

６
月
１
日
（
金
）
ま
で

　
（
土
・
日
、
祝
日
は
除
く
）

　

８
時
30
分
か
ら
17
時
ま
で

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
賦
課
係

　

☎
４
７-

４
６
８
３

渡
島
南
沿
岸
海
岸
保
全

基
本
計
画
案
の
縦
覧
に

つ
い
て

　

北
海
道
で
は
、
渡
島
南
沿

岸
海
岸
保
全
基
本
計
画
の
変

更
に
あ
た
り
、
住
民
の
皆
様

の
ご
意
見
を
募
集
し
て
お
り

ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
計
画
変

更
（
案
）
を
次
の
と
お
り
縦

覧
し
ま
す
の
で
、
ご
意
見
の

あ
る
場
合
は
、
各
縦
覧
場
所

の
所
属
課
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

■
縦
覧
期
間

　

�

２
月
22
日
（
木
）
か
ら

　

３
月
23
日
（
金
）
ま
で

■
縦
覧
及
び
意
見
提
出
場
所

　

▽
福
島
町
役
場
産
業
課

　

▽
渡
島
総
合
振
興
局

　

・
函
館
建
設
管
理
部

　
　

事
業
室
治
水
課

　

・
産
業
振
興
部
水
産
課

■
意
見
締
切
日

　

３
月
23
日
（
金
）

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

産
業
課
水
産
係

　

☎
４
７-

３
０
０
４

プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等

の
漁
港
利
用
申
請
の
受

付
に
つ
い
て

　

平
成
30
年
度
（
平
成
30
年

４
月
１
日
か
ら
１
年
以
内
の

使
用
期
間
）
の
漁
船
以
外
の

船
舶
（
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
な

ど
）
の
漁
港
使
用
に
係
る
申

請
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

■
使
用
可
能
漁
港
・
隻
数

　

○
福
島
漁
港　

34
隻

　

○
吉
岡
漁
港　

４
隻

■
申
請
受
付
期
間

　

３
月
１
日
（
木
）
か
ら

　

３
月
15
日
（
木
）
ま
で

■
必
要
書
類

　

①
施
設
使
用
許
可
申
請
書

　

②
船
舶
検
査
証
の
写
し

　

③�

船
舶
全
体
・
船
名
を
撮

影
し
た
写
真

　

④
海
技
免
許
の
写
し

※�

申
請
者
が
定
数
を
上
回
っ

た
場
合
に
は
、
抽
選
と
な

り
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

産
業
課
水
産
係

　

☎
４
７-

３
０
０
４

船
揚
場
・
漁
港
を
利
用

し
て
い
る
み
な
さ
ま
へ

　

船
揚
場
及
び
漁
港
を
使
用

す
る
場
合
の
使
用
料
は
、
４

月
１
日
を
基
準
と
し
て
お
り

ま
す
。

　

船
揚
場
・
漁
港
に
置
い
て

い
る
船
舶
は
、
使
用
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
使
用
料
が
か

か
り
ま
す
の
で
、
使
用
し
な
い

船
舶
は
３
月
中
に
撤
去
さ
れ

ま
す
よ
う
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

ま
た
、
船
揚
場
・
漁
港
で

は
、
ゴ
ミ
の
ポ
イ
捨
て
な
ど

は
せ
ず
、
き
れ
い
に
使
用
し

ま
し
ょ
う
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

産
業
課
水
産
係

　

☎
４
７-

３
０
０
４

「
水
銀
使
用
廃
棄
製
品
」

を
回
収
し
ま
す

　

今
年
４
月
よ
り
、
水
銀
を

含
む
乾
電
池
や
水
銀
体
温

計
、
水
銀
温
度
計
、
水
銀
血

圧
計
の
回
収
が
義
務
化
と
な

り
ま
し
た
。

　

３
月
下
旬
ま
で
に
、
各
家

庭
へ
回
収
専
用
袋
を
配
布
す

る
予
定
で
す
。
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